


押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
の
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
（
仮
称
）
要
綱
（
職
業

安
定
法
施
行
規
則
、
激
甚
災
害
時
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
に
よ
る
求
職
者
給
付
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
省
令
、
労
働

じ
ん

施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
高
年
齢

者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
、
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

、
港
湾
労
働
法
施
行
規
則
及
び
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改
正
関
係
）

第
一

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

様
式
第
一
号
、
様
式
第
一
号
の
二
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
八
号
の
二
ま
で
の
様
式

に
つ
い
て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

の
一
部
改
正

第
二

激
甚
災
害
時
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
に
よ
る
求
職
者
給
付
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
省
令

じ
ん

様
式
第
一
号
に
つ
い
て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
三

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

一
の
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部
改
正

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
及
び
様
式
第
五
号
に
つ
い
て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
四

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

様
式
第
一
号
に
つ
い
て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
五

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
又
は
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
こ
と
の
確
認
の
請
求
を
行
う
者
は
、
そ
の
請
求
書
又
は
聴
取

書
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
署
名
及
び
押
印
を
不
要
と
す
る
こ

と
。

二

事
業
主
が
代
理
人
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
届
書
を
公
共
職
業
安
定
所
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
署
名
及
び
押
印
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

三

様
式
第
二
号
、
様
式
第
二
号
の
二
、
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
、
様
式
第
八
号
、
様
式
第
九
号
の
二
か
ら
様

式
第
十
号
の
二
の
二
ま
で
、
様
式
第
十
号
の
四
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
、
様
式
第

十
八
号
、
様
式
第
二
十
号
、
様
式
第
二
十
二
号
、
様
式
第
二
十
二
号
の
三
、
様
式
第
二
十
四
号
か
ら
様
式
第
二
十
六
号
ま



で
、
様
式
第
二
十
八
号
か
ら
様
式
第
三
十
号
ま
で
、
様
式
第
三
十
二
号
か
ら
様
式
第
三
十
二
号
の
四
ま
で
、
様
式
第
三
十

三
号
の
二
、
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
二
、
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
四
か
ら
様
式
第
三
十
三
号
の
四
ま
で
、
様
式
第
三

十
三
号
の
六
か
ら
様
式
第
三
十
三
号
の
八
ま
で
及
び
様
式
第
三
十
五
号
か
ら
様
式
第
三
十
七
号
ま
で
の
様
式
に
つ
い
て
、

押
印
欄
（
様
式
第
二
十
九
号
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
九
号
の
三
ま
で
、
様
式
第
三
十
三
号
の
三
及
び
様
式
第
三
十
三
号
の

四
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
押
印
欄
に
限
る
。
）
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
六

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
六
号
、
様
式
第
八
号
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十
三
号
及
び
様

式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
の
様
式
に
つ
い
て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
七

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

様
式
第
一
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
様
式
に
つ
い
て
、
押
印
欄

を
削
除
す
る
こ
と
。

第
八

港
湾
労
働
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
様
式
に
つ
い



て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
九

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

様
式
第
三
号
に
つ
い
て
、
押
印
欄
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
十

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


